
後期高齢者医療制度障害認定申請について
　後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方です
が、65歳から74歳で一定の障がいのある方も後期高齢者
医療制度に加入することができます。
　ご本人に保険料がかかりますが、医療機関での窓口負
担が 1割（現役並み所得者は 3割）となり、医療費の負
担が軽減される場合があります。
　さまざまなケースがありますので、詳しいことはお問
合せください。
【一定の障がいとは・・】
・国民年金などの障害年金 1 ・ 2 級の方
・身体障害者手帳 1 ～ 3 級および 4 級の一部の方
・精神障害者保健福祉手帳 1 ・ 2 級の方
・療育手帳Ａ（重度）の方
お問合せ　国保年金課　☎21-3184
※　身体障害者手帳 1～ 3 級・精神障害者保健福祉手帳
1級の方、知的障がいのある方でＩＱ50以下の方は、
重度心身障害者医療費助成を受けることができますの
で、障がい保健福祉課（☎21-3187）までお問合せく
ださい。（所得制限あり）

ひとり親家庭等雇用促進補助金
　ひとり親家庭の父母等の雇用促進を図ることを目的
に、ひとり親家庭の父母等を継続雇用した事業者に国か
ら支給される特定求職者雇用開発助成金に、市独自で助
成金の半額を上乗せ支給します。

※　支給額は一例です。
お問合せ　雇用労政課　☎21-3309
　　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/
　　2019081400058/

ＰＣＢ廃棄物の処分期限が
迫っています！
　事業所の電気室や倉庫などに、古い変圧器・コンデン
サーはありませんか？
　高濃度ＰＣＢが使用された変圧器・コンデンサーの処
分期間終了まで、あと 1 年余りとなりました。
　今一度確認を徹底し、発見の際はご連絡ください。
対象機器　昭和28年～昭和47年に国内で製造された変圧
器・コンデンサー
処分期間　令和 4 年 3 月31日まで
※　処分期間後に未処理の機器が確認された場合は、罰
則等の対象となります。

お問合せ　環境対策課　☎51-0740
変圧器 コンデンサー

知っていますか？
助け合いのしるし「ヘルプマーク」
　「ヘルプマーク」とは、義足や人工関節を使
用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初
期の方など、援助や配慮を必要としていること
が外見からは分からない方が、着用することで
周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ
るマークです。
このマークを見かけたら
　電車・バス内で席を譲る、困って
いるようであれば声をかけるなど、
思いやりのある行動をお願いしま
す。皆さんの心遣いが、マークへの
理解と行動を促す原動力になります。
配布場所　障がい保健福祉課、亀田
福祉課、湯川福祉課、保健所保健予防課
※　配布はお一人様につき 1つ
※　障害者手帳や印鑑などは必要ありません。
お問合せ　障がい保健福祉課　☎21-3263
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函館市上乗せ
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短時間労働者以外
（ 1週間の労働時間
30時間以上）

30万円 15万円

短時間労働者
（ 1週間の労働時間
20時間以上30時間未
満）

20万円 10万円
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